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    学位論文題名

流通再編下における系統農協の米販売機能に関する研究

学位論文内容の要旨

  本論文の課題は、流通再編下にある現在の米流通における系統農協の販売機能を分析し、

その現段階的特質と今後の方向を明らかにすることにある。

  序章では、こうした研究課題を設定した問題意識を述べ、さらにこれまでの研究のフォロ

ーを行った。現在、わが国の米流通は、きわめて混乱した状況の中にあるが、これは、1995

年11月の「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」（以下、食糧法と略す）の施行と

食糧管理法の廃止に伴う米の国家管理の後退、流通規制の緩和に直接の原因がある。食糧法

体制への移行の中で、単位農協（単協）一県経済農協連合会（経済連）ー全国農協連合会

（全農）という系統農協による米の販売機能と需給調整機能の発揮が求められている。実際、

食糧法の施行を前後して、単協その他の地域的で独自な米の共同販売の動きが多くなり、こ

れを評価する見解も少なくない。だが、系統農協による米の販売は、これまで全農を頂点と

した一元的集荷・販売体制と、政府の管理と財政支援によって支えられおり、こうした経緯

と実態を踏まえれば、単協を中心とした共販体制の確立を展望することには無理があるとい

わざるをえない。

  こうした問題意識から、本論文では、まず全農一経済連による米の販売機能の実態を明ら

かにした上で、単協など地域独自の米販売の動きを北海道の事例に基づき分析し、その意義

と限界に接近する。

  第1章では、系統農協の頂点に立つ全農の米販売機能について現状を整理し、その特徴点

を示した。食糧法の施行によって、全農には政府がこれまで有していた米需給調整機能を代

位することが求められているが、現実には全農の機能は弱化している。このような中で、全

農は、計画的で安定的な自主流通米の販売を目的とした「RICE戦略」を策定し、これに

よって系統共販の再強化をめざしている。だが全農による米販売と調整機能は、系統共販の

外部的要因、具体的には政府米売却量の無計画な拡大や、計画外流通米の増加等による米需

給の混乱によって、その十分な発揮が阻害されている。こうした全農の米販売と需給調整機

能 の 弱 化 は 、 経 済 連 によ る 産 地 間競 争の激 化を 必然 的にも たら して いる 。

  第2章では、米流通構造の変化に対応した経済連の販売機能の現状を明らかにした。1969

年の自主流通制度の導入以降、自主流通米の流通量が漸次増大していったが、従来は、自主

流通米は良食味米にほぼ限られていた。だが、現在では、自主流通米が主食用米流通の大宗
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を占めるようになり、低価格米を含めほとんどすべての品質の米が自主流通米として出回る

ようになったが、その中で、産地品種銘柄間の序列化が生まれつっある。このことは、各県

の経済連にとっては、自県産米の品質、価格、用途にみあった販売先の確保が重要になって

きていることを意味する。現実に各経済連は、産地指定の受け入れ、用途別販売の実施、物

流改善の強化などを進める一方で、経済連の販売戦略に対応した産地の編成を行いつっある。

  第3章では、産地品種銘柄の序列化の中ではもっとも下位に属し、現実に厳しい販売対応

が迫られている北海道の経済連（ホクレン）の販売対応を検討し、品質格差に対応した経済

連の販売体制の展開と現状、およびそこでの問題点を地域レペルで明らかにした。当初、道

内産地を平等に扱うという理念をもって出発した全道共販体制は、品質格差に応じて地域を

区分する方向にシフトしてきたが、1997年産から導入された用途別集荷販売体制によって、

そうした方向をより明確にした形で進行させてきている。こうしたホクレンの対応を背景に、

次に述べる地域単位での米銘柄の形成や、単協による直接販売も進行しているのである。

  第4章では、北空知広域農協連合会を事例に、複数の農協による米の地域銘柄の形成と展

開にっいて実態を明らかにし、その評価を行った。北空知では、北海道米の中での差別化を

目的に、生産指導と自主検査を地域単位で行うことによって、できるだけ品質を統一するよ

うにした。さらに卸売業者に対しては、北空知の産米の産地指定を要請し、販売先の集約化

と安定確保をはかろうとした。しかし、産地内の品質統一には様々な困難な事情がある一方

で、販売先の集約化についても、生産者のメリットになるよりは、卸売業者による仕入産地

の囲い込みに繋がる可能性がある。

  第5章では、上川中央部の束神楽、当麻、束川町の各農協を事例に、単協による直接販売

の存立条件について検討した。単協による直接販売は、生産者組織からの特別栽培米の事務

委託を契機に成立したものが多い。特別栽培米の生産・販売は、1993年産米の凶作と米不足

期において急激に拡大したのであるが、近年の米過剰によって販路を縮小させるなど、その

取り組みは、米の需給動向に大きく左右されている。また単協の直接販売は、卸・小売業者

への 低価格 での 販売 を余 儀なく され るな ど、その存立基盤は不安定である。

  終章では、以上の分析結果を踏まえて、流通再編下における系統農協の米販売機能の現段

階的特質を示すとともに、米共販体制の今後の方向性と米需給と価格の安定化のための政策

的条件にっいて示唆を与えた。

  米流通の再編の中で、米の需要形態の多様化と、これに対応した米商品の差別化が進行し

ている。また、系統農協内部では、以上の流通面の動向を背景に、それぞれ販路確保と有利

販売を目指して競争している。そのため系統農協各段階の米販売機能、とりわけ販売先決定

の機能は、全農から経済連へ、さらには単協へと分散しつっある。その結果、必然的に全農

の需給調整機能が弱化し、かっての集荷・販売のー元的体制が失われつっある。  単協など

が行う地域的で独自な販売対応にっいては、その前提として、統一した生産指導と自主検査

体制の確立、これによる品質の標準化を基礎にした販売先の確保が必要である。こうした前
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提条件がないままに、独自販売を行ったとしても、それが常に産地や生産者に利益をもたら

すとは限らず、むしろ実需者側のメリットとして吸収されてしまう恐れがある。さらに、今

日のように米過剰が深刻化し、これを背景に自主流通米価格の低落が続いている中で、単協

などが独自販売を行ったとしても、その経済的メリットはほとんど得られない。そのため、

生産調整、出荷調整を含む全体需給の調整が不可欠であり、その中で系統農協も一定の役割

を果たさなければならない。県間の出荷調整や総合的な販売カの強化などの課題では、全国

連としての全農の機能発揮が求められる。今後とも米流通の主体が道府県別の産地品種銘柄

にある中では、経済連による県内包括的な販売対応と生産指導が不可欠であろう。

  さらに、系統農協による需給調整機能の発揮と共販体制の再構築のためには、政府による

適切な政策措置と財政支援が必要である。とくに、政府米、自主流通米、輸入米、計画外米

を含めた米の全体的な需給管理は政府の責任によって果たさなければならない。また、食糧

法では備蓄用米に限定された政府米の新たな位置づけ、自主流通米古米在庫の政府米へのU

ター ン処 理など 、政 府に よる 安定的 な米 需給 環境 の整備 が不 可欠 である 。
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    学位論文題名
流通再編下における系統農協の米販売機能に関する研究

  本論文は、現´frの米流通ilj編下における系統農mの販売機能を分析し、その現段階的鵯ぞt

と今後のんI,iを1リJらかにすることを課題にしている。IF帝、終‘帝を合め7章からなる総rf教

164べージの f‖文 論文で ある。lxl19、表 46を含み、 他に参 考論丈8編が添えられている。

  fF帝では、縲題を設定した問題意識を述べ、さらにこれまでの研究のフォ口ーを 7゙ r1てい

る。現rF．、わがliヰの米流迎は、きわめてむ6｜孔した状況の1｜1にあるが、これは、1995｛I・．・．11JJの

食槻管理決の廃lJこと「・．iニ要食槻の需給及び価格の安定にI瑚する法iや」（以下、食柵法と略す）

の施行に伴う氷の旧家傭ヰ1！の後避、流j匝規制の綴和にi虹接の原閃がある。食樫決休制への移

ffの1｜｜で、iitf也農m（fitm）―蛾！経済農協迎合会（経済述）一令1司農協迎合会（全膿）とい

う系統農協による、氷の販売機能と需給調髄機能の発よポが求められている。現実に、食槻決

の施行を・『lH後して、｜tmその他による地域『r・Jで到！EIな米のJせ同販売の勁きが多くなり、これ

をI；｀IミfI晰する5占鮮も少なくない。だが、系統農協による米販売は、これまで全農をm点とした

一元『r、J集荷・I皈売仆制と、政府の箭且lI．．と財政支援によって攴えられており、こうした経緯と

災態を踏まえれば、flt協を『1｜心としたJヒ販休制の確立を展望することには無理があるとする。

  こうした問題意識から、本論文では、まず全農一経済述による米の販売機能の災態を｜リJら

かにした．I：で、iitt窃など地域別mの氷販売の勁きを亅匕海逆の・・iJf例に戚づき分析し、その，な籏

と限界に接近している。

  第1章では、全農の米販売機能にっいて現状を繋Fl！し、その特微点が示されている。食椀

法の 施行によ ヮて、 全膿に対しては、政府がこれまで行していた米需給調整機能を代他する

ことが求められている。だが令農の調幣機能は、オI．襾外流通米の増加Iや産地間競争の激化等

による諸班INによヮて、その機能が弱化しているのが現災である。

  第2やでI土、‘水流迎1襾辻の変化に対Lふした経済述の販先機能の現状をツJらかにしている。

『lit流迎水ゲ）L，〔的桝：人にf丶い、産地lu弔n銘柄問のf芦グIJ化が′．ヒまれつっあるが、このrて各県

のネ琶済迎は、I′I嚊！産米のI｜＾ぞt、仰Ii格、川途に亅ミlJした販売先の雛保をめぐり鋪を削っている。
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， 呪′起 に行経 済述は 、JfJ途別 販売の 災施、 物流改藩 の蛾化 などを 避める・んで、販売戦略に対

Lふした産地のキ弼成を´ffいつっある。

  第3やでは、産地I｜＾やE銘柄のJ・F01亅化のIl｜ではもっとも下fll′．に屈し、現実に厳しい販売対Lふ

を 迎られ ている 」ヒ海 道の経済 迎（ホ クレン ）の販 売機能 を分析 し、l． I質洛差 に対応 した経 済

迎のI販売休制の展‖Hと現状、およびそこでの；お問題をfリlらかにした。

  第 4帝 で は、 ´ Iヒ 空 鉗 I広 域 農協 述 合 会 を歩 例 に、 複数の 農mによ る氷の地 域銘柄 の形成 と巖

｜；‖にっいて礎態をIリJらかにし、その〓｀F価を行っている。北空匁1では、地域内の1協質統一と販

売 先 の 集 約化 に よ っ て、 販 路 の 霞定 磁 ！ 保 をは か ろうと したが 、これ には様 々な凶雛 な開題 が

あり、′け花幵のメリ’、′トになるよりは、甜｜先業者による‖：人産地のIJHい込みに繋がることが

1リJらかになー｝た。

  第5溝では、｜：川1｜｜火R15の来和｜I楽、当麻、束川町の各農協をヰf例に、Jitmによるi虹接販売

の ぱ れ 条 rル こっ い て 、 災態 湘 龕 に 嚴づ き 検 討 して いる。 qt協直販 は、d！ 産者組 織から の特別

栽 培 氷 の ‘Jf務 委託 を 熨 機に 成立した ものが 多いが 、近｛ Fの米過 剰によ って販 路を縮 小させ る

な ど、そ のJ陂り 網【み は、水のf岳給鋤lmに人きくんイfされている。さらに、販売繋：抒への慨価

tお販売を余儀なくされるなど、それらの‘仔立堪雛は不渡定である。

  以 ｜：の ’火態 把雛を r轟まえ て、終 卒では 、論文全 体を総 括する ととも に、今 Hのよう に米過

乖｜Jが深刎化し、これをマ〒量！にI′Ii：流通氷fl听格の低落が続いている1｜1では、ご1ミ産調整、；Ij術，弸

‘ 髄を含む全体需給の細懐がイく‖′欠であり、そのIlIで全膿及び経済述の機能発jポが水められて

い るとガ｜句づける。さらに、氷JIミ販休制のfIj構築のためにも、ミI．襾外流迎氷を含めた米の全

f水的な需給竹jl｜！．など、政府による適I刀な政策オ；tmと財政支援が必要であるとして、ホ．諭を結

んでいるー

  このようにホ論文Iよ、流迎｜Ij繃｜゛．における系統農協の米販売機能の災態にっいて、現地，弸

Aを合む群翁｜｜な分析をifい、多くの新匁I地を加Iえるとともに、喫緊の課題である食梅！決‘ト‘の

水 需給・ 価格の 安定化 対策にっ いて卅 唖な提 言を行 ってい る。こ れは、 、学術的に高く斎I！価さ

れるだけでなく、J攻策的にもイr．溢な示唆を与えるものである。

  よって審，轟‖、‥同は、小池IlIjfヤがf噂ニL（農学）の学fI，′．を受けるにf亠分な資格を打するもの

と認めた。
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